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輸入差止点数が10万点超え
（令和７年の長崎税関における知的財産侵害物品の差止状況）

令和７年の長崎税関※における知的財産侵害物品の差止状況をまとめましたので
お知らせします。
※長崎税関の管轄は壱岐、対馬を除く長崎県と、佐賀と福岡両県の一部、熊本と鹿児島両県の全域です。

◆ 全体：令和３年以来の輸入差止、点数は長崎税関では過去最高

○ 輸入差止件数※は２件（前年は実績なし）
○ 輸入差止点数※は101,527点で、長崎税関では過去最高
○ 輸入差止点数は、全国における点数763,504点の約13.3%を占め、
件数に比して差止点数が非常に大量

【長崎税関における知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移】

※「輸入差止件数」は、税関が差し止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告の数です。
「輸入差止点数」は、税関が差し止めた知的財産侵害物品の数です。
例えば、１件の輸入申告に、20点の知的財産侵害物品が含まれていた場合、「１件20点」として計上。

◆ 仕出国（地域）別：全国的にも実績の多いアジア圏

○ 中国来１件、ベトナム来１件で、すべて海上貨物
○ すべて商標権侵害物品

◆ 品目別：電気製品２点及び家庭用雑貨101,525点

○ 電気製品２点は発電機、家庭用雑貨101,525点は歯ブラシセット等

令和８年３月６日



令和７年に長崎税関で輸入を差し止めた知的財産侵害物品

発電機（本田技研工業株式会社の商標権を侵害するもの）【仕出国：中国 点数：２点】

歯ブラシセット等（石塚硝子株式会社の商標権を侵害するもの）【仕出国：ベトナム 点数：101,525点】

貨物確認の状況

（参考）令和８年１月に長崎税関で輸入を差し止めた知的財産侵害物品

肘掛椅子
（カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社、カール・ハンセン アンド サン モーベルファブリック
エイ・エスの商標権を侵害するもの）【仕出国：タイ 点数：28点】

お問合せはこちら
長崎税関総務部税関広報広聴官
℡ ０９５－８２８－８６０６


